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一般社団法人 日本ログハウス協会では、ログハウス部材の加工、建築技能の向上を図り、ログ

ハウスの品質を高め、ログハウス関連産業の健全な発展に資するため「認定ログビルダー」制度を

定めています。 

「認定ログビルダー」とは、ログハウス建築業務に従事する者が、ログハウス協会が行う「資格

検定試験」に合格し、登録料を納付して「認定ログビルダー名簿」に登録された者で、「認定ログ

ビルダー」には「認定ログビルダー証」が交付されます。 

また、この登録の有効期間は５年間で、登録の更新を受けなければ失効します。偽り、その他不

正な手段により資格を取得した者「認定ログビルダー」としての品位を著しく傷つけた者は、資格

が取り消されます。 

さらに、認定ログビルダーは、CCUS（建設キャリアップシステム）資格制度のレベル３（シル

バーカード）認定の条件にすることができます。このため、講義内容のうち登録基幹技能者（安全管

理等）の知識については、CCUS 資格制度のレベル４（ゴールドカード）取得講習会の内容に準じたも

のとします。 

 

このたび下記により「認定ログビルダー」の新規認定のための試験を行います。 

○受験資格  

「ログハウスの建築業務について、7 年以上の実務経験を有する者」 

 〇試験区分 

次の２部門があります。 

*「マシンカット部門」加工されたログ材の組み立て（マシンカットログ） 

*「ハンドカット部門」チェンソーによるログ部材の加工及び組み立て（ハンド

カットログ）    

受験を申し込まれる方は、下記に留意の上、（別紙１）「認定ログビルダー試験事前申込用紙」に

記入し、令和 5 年７月２８日（金）「必着」までに、FAX 又はメールにて「ログハウス協会事務局」

にお知らせ下さい。 

また、（別紙２）の「認定ログビルダー資格検定試験申込書」については、郵送にて令和 5 年８

月９日（水）「必着」までにログハウス協会事務局まで送付願います（なお、郵送は普通郵便で 2

～3 日を要します）。 

記 

1. 開催日  令和 5 年 8 月 25 日（金）～8 月 26 日（土） 

及び日程 ８月 25 日（金）：13 時 00 分 ～ 18 時 00 分予定（講義、筆記試験） 

８月 26 日（土）： 8 時 30 分 ～  12 時 00 分予定（実技試験） 

2. 会  場 

（１）集合場所 ビジネスホテル松阪（宿泊場所） 

〒515-0006 三重県松阪市石津町 461-43 TEL：0598-51-5095 

新規 認定ログビルダー資格試験の実施案内 

令和５年 7 月 1８日 
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（２）筆記試験会場 住宅型有料老人ホーム みどりの森 

〒515-0005 三重県松阪市鎌田町 412-5 TEL：0598-67-0789 

（３）実技試験会場 ㈱キハタトレーディング 加工場 

〒515-0103 三重県松阪市西黒部 269-1 TEL：0598-52-5656 

3. 宿  泊  ホテル ビジネスホテル松阪 

〒515-0006 三重県松阪市石津町 461-43 TEL：0598-51-5095 

※宿泊を希望する者は「認定ログビルダー試験申込通知用紙」に記載すること。 

4. 試験内容  講義（筆記試験）と実技試験（ログスクールではありません） 

 （１）講義内容及び筆記試験科目 

①建築施工管理に関する知識 

②ログハウスの建築法令に関する知識 

③労働安全に関する知識  

④木材の性質に関する知識 

⑤登録基幹技能者（安全管理等）に関する知識 

 CCUS 資格制度のレベル４（ゴールドカード）取得に向けた講義 

（２）実技試験内容 

「マシンカット部門」加工されたログ部材の組み立て 

「ハンドカット部門」チェンソーによるログ部材の加工 

（注）ハンドカット部門の受験者は、チェンソー、スクライバー等の機材等を持参すること。

なお、有償で貸し出しも行っているので、希望者は「認定ログビルダー試験申込通知用紙」に

記載すること。 

5. 受験料 

*正会員（従業員を含む）マシンカット部門    12,000 円/１名 

但し、ハンドカット部門は            20,000 円/１名 

*正会員以外（従業員を含む）マシンカット部門  25,000 円/１名 

但し、ハンドカット部門は            35,000 円/１名 

＊会員外マシンカット部門             35,000 円/１名 

但し、ハンドカット部門は            45,000 円/１名 

6. 登録料 

*正会員（従業員を含む）                   3,000 円/１名 

*正会員以外（従業員を含む）               4,000 円/１名 

*会員外                            5,000 円/１名 

7. ハンドカット部門受験者の特例 

ハンドカット部門を受験し、各部門共通の試験に合格した者が、ハンドカット部門の実技試験

に不合格となった場合は、マシンカット部門の資格は付与する。 

■申込書送付先■ 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-2-19 アドレスビル 1 階 

一般社団法人 日本ログハウス協会事務局 あて 

TEL：03-3588-8808  FAX：03-3588-8829 

E-メール：info@loghouse.jpn.com 



別紙 １ 

認定ログビルダー試験事前申込用紙 

                          FAX：03-3588-8829 

E-メール：info@loghouse.jpn.com 

一般社団法人 日本ログハウス協会 事務局 行 

 

令和 5 年   月   日 

 

1. 受験者氏名・年齢 

フリガナ 

氏  名 

（      才） 

 

2. 経験年数 

年 

 

3. 住所    〒 

 

 

4. 所属会社名 （正会員・正会員以外・会員外）該当する項目に○印を記入 

         会社名： 

 

5. 連絡先 

TEL： 

FAX： 

E-メール： 

 

6. 受験部門（該当欄に○印を記入して下さい） 

 

1. マシンカット部門 

 

2. ハンドカット部門 

 

3. 宿泊の要否    要    ・    否 

 

4. 貸与希望機材（有償） 

１. チェンソー（5,000 円）    ２. スクライバー（3,000 円） 

３. 曲面カンナ（無料）       ４. ヘルメット（1,000 円） 

 



別紙 ２ 

認定ログビルダー資格検定試験申込書 

 

令和 5 年  月  日 

一般社団法人 日本ログハウス協会 

会長 喜畑 隆之 様 

 

 

申込者氏名              ㊞ 

下記により受験の申込みをいたします。 

 

試験区分 １.マシンカット部門  2.ハンドカット部門     該当する項目に○印を記入 

フリガナ 

氏  名  
生年月日 

昭・平    年  月  日（    才） 

会員の内外 １.正会員  ２.正会員以外    3.会員外     該当する項目に○印を記入 

連絡先住所 

会社名 

 

住所 〒 

 

TEL： 

FAX： 

E-メール： 

自宅 

住所 〒 

 

TEL： 

FAX： 

E-メール： 

資格名 
*資格者証の写し

を添付 

１. 一級 又は 二級建築士     ２.木造建築士 

３. １級 又は ２級建築施工管理技士 

 

 

 

 

実務経験 

（   年） 

 

 

 

 

 

 

建築実務経験の内容を具体的に記入 

 

写真貼付 

3cm×4cm 



 

認定ログビルダー試験日程表、服装について 

 

1. 日  程 

令和 5 年 8 月 25 日（金） 

12：30   ビジネスホテル松阪 集合 

       筆記試験会場「みどりの森」へ移動 

13：00   講義（約 4 時間） 

主催者挨拶（5 分） 

①建築施工管理（30 分） 

②ログハウスの建築法令（30 分） 

③労働安全（30 分） 

④木材の性質（30 分） 

⑤登録基幹技能者（80 分） 

※各講義終了後に、約 10 分の休憩があります 

17：00   筆記試験（45 分） 

18：00   宿泊先「ビジネスホテル松阪」へ移動 

18：15   チェックイン後、夕食（各自） 

 

令和 5 年８月 26 日（土） 

8：00   ホテル出発「ビジネスホテル松阪」（朝食あり） 

      移動方法は後日案内 

8：30   実技試験会場着（㈱キハタトレーディング 加工場） 

8：40   実技試験方法、注意事項の説明 

マシンカット部門（技術委員会） 

ハンドカット部門（技術委員会） 

9：00～  実技試験開始 

12：00   実技試験終了 

12：15    試験終了後、解散（予定） 

 

 

2. 服装について 

*実技試験時の服装は、現場で作業する服装をして下さい。 

ヘルメット・手袋・安全装備等は必要です。 

「服装及び装備品は実技試験の採点対象です」 

 

 

 

以上 


